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(57)【要約】
【課題】表示手段に撮影に関する情報を常時表示できる
とともに、ファインダを覗き込んだ際の眩しさを軽減さ
せる。
【解決手段】デジタルカメラにおいて、シャッターボタ
ン１２０１が半押しされ、シャッタースイッチＳＷ１（
６２）がＯＮされると、表示判定部７４は画像表示部２
８による一覧画面１３００の表示パターンを判定する。
その結果、背景色が薄色の表示パターン（背景色の輝度
が高い表示パターン）であれば、表示制御部７６は背景
色が濃色の表示パターン（背景色の輝度が低い表示パタ
ーン）に変更する。その後、シャッターボタン１２０１
の半押しが解除され、シャッタースイッチＳＷ１（６２
）がＯＦＦされると、表示パターンの変更を行っていた
場合、表示制御部７６は変更前の表示パターン（背景色
が薄色の表示パターン）に戻す。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影に関する情報を表示する表示手段と、
　所定の操作がなされた場合に、前記表示手段の表示状態について判定する表示判定手段
と、
　前記表示判定手段による判定結果に応じて、前記表示手段の背景色の輝度を低くする表
示制御手段とを備えたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記表示判定手段は、前記表示手段による表示パターンが、背景色の輝度が高い表示パ
ターンであるか、背景色の輝度が低い表示パターンであるかを判定し、
　前記表示制御手段は、前記表示判定手段により前記背景色の輝度が高い表示パターンで
あると判定された場合、前記背景色の輝度が低い表示パターンに変更することを特徴とす
る請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　通常時の表示パターンと、前記表示制御手段による変更時の表示パターンとが、予め設
定された複数の表示パターンから選択可能とされていることを特徴とする請求項２に記載
の撮像装置。
【請求項４】
　前記背景色の輝度が高い表示パターンは背景色が薄色の表示パターンであり、前記背景
色の輝度が低い表示パターンは背景色が濃色の表示パターンであることを特徴とする請求
項２又は３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、背景色の輝度を低くする際に、文字色の輝度を高くすることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記所定の操作はシャッターボタンの半押しであることを特徴とする請求項１乃至５の
いずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段により背景色の輝度が低いものに変更された場合に、前記シャッター
ボタンの半押しが解除されたとき、該背景色を変更前の背景色に戻すことを特徴とする請
求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記シャッターボタンの半押しが解除されてから所定の時間経過したことを条件に、該
背景色を変更前の背景色に戻すことを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記表示制御手段により背景色の輝度が低いものに変更された場合に、測光のためのタ
イマーがオフされたとき、該背景色を変更前の背景色に戻すことを特徴とする請求項６に
記載の撮像装置。
【請求項１０】
　撮影に関する情報を表示する表示手段を備えた撮像装置の制御方法であって、
　所定の操作がなされた場合に、前記表示手段の表示状態について判定する表示判定ステ
ップと、
　前記表示判定ステップによる判定結果に応じて、前記表示手段の背景色の輝度を低くす
る表示制御ステップとを有することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項１１】
　撮影に関する情報を表示する表示手段を備えた撮像装置を制御するためのプログラムで
あって、
　所定の操作がなされた場合に、前記表示手段の表示状態について判定する表示判定処理
と、
　前記表示判定処理による判定結果に応じて、前記表示手段の背景色の輝度を低くする表
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示制御処理とをコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、その制御方法及びプログラムに関し、特に光学ファインダ付近に
ＴＦＴ ＬＣＤ等の表示手段を具備する場合に用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のデジタルカメラにおいて、ＬＣＤ表示装置を具備し、ＬＣＤ表示装置に撮影に関
する重要な情報であるシャッタースピード、絞り値、露出値等を表示する機能を備えたも
のがある。ＬＣＤ表示装置は、カメラの上部や背面に備えられており、シャッタースピー
ドや絞り値を常時表示することが可能である。
【０００３】
　ところが、近年では、コスト低減のためにＬＣＤ表示装置を備えないカメラも存在する
。撮影時にはシャッタースピードや絞り値といった値は非常に重要な情報であるので、Ｌ
ＣＤ表示装置を備えない場合には、それらの値を画像再生に使用するＴＦＴ液晶画面に表
示する。しかしながら、ＴＦＴ液晶画面はファインダの下方に配置されていることが多く
、ファインダを覗き込んだ際に、ＴＦＴ液晶画面の表示色によっては眩しく感じるという
問題がある。
【０００４】
　その問題を解決するために、接顔したことを検知し、接顔時には眩しくないようにＴＦ
Ｔ液晶画面を消灯するという制御を行っているカメラがある。しかしながら、コスト低減
のために接顔を検知するセンサを備えないカメラも存在する。
【０００５】
　この問題を解決するために、特許文献１では、バルブ撮影中は濃色の背景を表示するこ
とにより眩しさを軽減するという技術が記載されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－０３５３８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、バルブ撮影中の表示のみ背景の色を変更
しているので、撮影の前後にファインダを覗き込んでいた場合には依然眩しいという問題
が解消されない。
【０００８】
　本発明は、そのような問題を解決するためになされたものであり、撮影時にシャッター
スピードや絞り値といった重要な情報を表示しながらも、接顔していると推測されるとき
にはＴＦＴ液晶画面による眩しさを軽減できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の撮像装置は、撮影に関する情報を表示する表示手段と、所定の操作がなされた
場合に、前記表示手段の表示状態について判定する表示判定手段と、前記表示判定手段に
よる判定結果に応じて、前記表示手段の背景色の輝度を低くする表示制御手段とを備えた
ことを特徴とする。
　本発明の撮像装置の制御方法は、撮影に関する情報を表示する表示手段を備えた撮像装
置の制御方法であって、所定の操作がなされた場合に、前記表示手段の表示状態について
判定する表示判定ステップと、前記表示判定ステップによる判定結果に応じて、前記表示
手段の背景色の輝度を低くする表示制御ステップとを有することを特徴とする。
　本発明のプログラムは、撮影に関する情報を表示する表示手段を備えた撮像装置を制御
するためのプログラムであって、所定の操作がなされた場合に、前記表示手段の表示状態
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について判定する表示判定処理と、前記表示判定処理による判定結果に応じて、前記表示
手段の背景色の輝度を低くする表示制御処理とをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、表示手段に撮影に関する情報を常時表示できるとともに、ファインダ
を覗き込んだ際の眩しさを軽減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。以下に述べる
各実施形態では、本発明を適用した撮像装置としてデジタルカメラを例にして説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係るデジタルカメラの構成を示す図である。デジタルカメラ
は、カメラ本体１００と、カメラ本体１００に着脱可能なレンズユニット３００とにより
構成される。レンズユニット３００は、マウント部１０６、３０６を介してカメラ本体１
００に装着される。レンズユニット３００がカメラ本体１００に装着されると、Ｉ／Ｆ１
２０、３２０、接点１２２、３２２を介してカメラ本体１００とレンズユニット３００と
の間で通信が可能になるとともに、レンズユニット３００側に電力が供給される。
【００１２】
　３１０は撮影レンズである。３１２は絞りである。１３０はメインミラー（クイックリ
ターンミラー）であり、撮影光束をペンタダハミラー１３２の方向へ導くために撮影光軸
に対して４５°の角度に保持される状態と、撮像素子１４の方向へ導くために撮影光軸か
ら退避した位置に保持される状態とを取り得る。１２はシャッターである。１４は光学像
を電気信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子である。１６は撮像素子１４のアナ
ログ信号出力をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１３】
　１８はタイミング発生回路であり、撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２
６にクロック信号や制御信号を供給する。タイミング発生回路１８は、メモリ制御回路２
２及びシステム制御回路５０により制御される。
【００１４】
　２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或いはメモリ制御回路２２
からのデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。また、画像処理回路２０
は、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてシ
ステム制御回路５０がシャッター制御部４０、測距制御部３４２に対して制御を行う、Ｔ
ＴＬ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処
理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理を行う。更に、画像処理回路２０は、撮像した画像
データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ
（オートホワイトバランス）処理を行う。
【００１５】
　２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理
回路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を
制御する。Ａ／Ｄ変換器１６のデータが画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して
、或いはＡ／Ｄ変換器１６のデータが直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ
２４或いはメモリ３０に書き込まれる。
【００１６】
　２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＴＦＴ ＬＣＤ等からなる表示手
段たる画像表示部であり、画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データはＤ／
Ａ変換器２６を介して画像表示部２８により表示される。画像表示部２８を用いて撮像し
た画像データを逐次表示すれば、電子ファインダ機能を実現することが可能である。また
、画像表示部２８は、システム制御回路５０の指示により任意に表示をＯＮ（オン）／Ｏ
ＦＦ（オフ）することが可能であり、表示をＯＦＦにした場合にはデジタルカメラの電力
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消費を大幅に低減することができる。
【００１７】
　３０は撮影した静止画像や動画像のデータを格納するためのメモリであり、所定枚数の
静止画像や所定時間の動画像のデータを格納するのに十分な記憶量を備える。これにより
、複数枚の静止画像を連続して撮影する連射撮影やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ大
量の画像書き込みをメモリ３０に対して行うことが可能となる。また、メモリ３０はシス
テム制御回路５０の作業領域としても使用することが可能である。
【００１８】
　３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）等により画像データを圧縮伸長する圧縮・伸
長回路であり、メモリ３０に格納された画像データを読み込んで圧縮処理或いは伸長処理
を行い、処理を終えたデータをメモリ３０に書き込む。
【００１９】
　４０はシャッター１２を制御するシャッター制御部である。３４０は絞り３１２を制御
する絞り制御部である。３４２は撮影レンズ３１０のフォーカシングを制御する測距制御
部である。３４４は撮影レンズ３１０のズーミングを制御するズーム制御部である。４２
は測距を行う測距部である。４６は測光を行う測光部である。４８はフラッシュであり、
ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機能も有する。シャッター制御部４０、測距制御
部３４２はＴＴＬ方式を用いて制御されており、撮像した画像データを画像処理回路２０
によって演算した演算結果に基づき、システム制御回路５０がシャッター制御部４０、測
距制御部３４２に対して制御を行う。
【００２０】
　５０はデジタルカメラの全体を制御するシステム制御回路である。５２はシステム制御
回路５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。３５０はレンズ
ユニット３００を制御するレンズ制御回路である。
【００２１】
　５４はシステム制御回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用
いて動作状態やメッセージ等を表示する液晶表示装置、スピーカー等の表示部である。表
示部５４は、カメラ本体１００の操作部近辺の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置
され、例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の組み合わせにより構成される。表示部５４の
うちＬＣＤ等を備えない撮像装置も近年は存在する。また、表示部５４は、その一部の機
能が光学ファインダ１０４内に設置されている。表示部５４の表示内容のうち、光学ファ
インダ１０４内に表示するものとしては、合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表
示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、ＩＳＯ感度表示等がある。
【００２２】
　５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。
【００２３】
　６０、６２、６４、６６及び７０は、システム制御回路５０の各種の動作指示を入力す
るための操作手段であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知によるポインテ
ィング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせにより構成される。
【００２４】
　ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。６０はモードダイアルスイッチであ
り、電源ＯＦＦ、自動撮影モード、撮影モード、パノラマ撮影モード、再生モード、マル
チ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の各機能モードを切り替え設定することがで
きる。
【００２５】
　６２はシャッタースイッチＳＷ１であり、シャッターボタン１２０１（図２を参照）の
操作途中（半押し）でＯＮとなり、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動作
開始を指示する。６４はシャッタースイッチＳＷ２であり、シャッターボタン１２０１の
操作完了（全押し）でＯＮとなり、露光処理、現像処理、記録処理という一連の処理の動
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作開始を指示する。露光処理では、撮像素子１４から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６
、メモリ制御回路２２を介してメモリ３０に画像データを書き込む。現像処理では、画像
処理回路２０やメモリ制御回路２２での演算を行う。記録処理では、メモリ３０から画像
データを読み出し、圧縮・伸長回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００或いは２１０に画
像データを書き込む。
【００２６】
　６６は画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチであり、画像表示部２８のＯＮ／ＯＦＦを設定す
ることができる。この機能により、光学ファインダ１０４を用いて撮影を行う際に、ＴＦ
Ｔ ＬＣＤ等からなる画像表示部２８への電流供給を遮断することにより、省電力を図る
ことが可能となる。
【００２７】
　７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部であり、メニューボタン、セットボ
タン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボタン、単写／連
写／セルフタイマー切り替えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュー移動－
（マイナス）ボタン、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像－（マイナス）ボタン
、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付／時間設定ボタン、上下左右ボタン、イン
フォボタン等がある。
【００２８】
　７２は電源スイッチであり、デジタルカメラの電源ＯＮ／ＯＦＦの各モードを切り替え
設定することができる。また、カメラ本体１００に接続されたレンズユニット３００、外
部ストロボ、記録媒体２００、２１０等の各種付属装置の電源ＯＮ／ＯＦＦの設定も合わ
せて切り替え設定することができる。
【００２９】
　７４は表示判定部であり、詳しくは後述するが、画像表示部２８の表示状態として、背
景色の輝度が高い表示パターンであるか、背景色の輝度が低い表示パターンであるかを判
定する。７６は表示制御部であり、詳しくは後述するが、表示判定部７４による判定結果
に応じて、画像表示部２８の背景色及び文字色を変更する。
【００３０】
　８０は電源制御部であり、電池検出回路、ＤＣ-ＤＣコンバータ、通電するブロックを
切り替えるスイッチ回路等により構成される。電源制御部８０は、電池の装着の有無、電
池の種類、電池残量の検出を行い、検出結果及びシステム制御回路５０の指示に基づいて
ＤＣ-ＤＣコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給す
る。
【００３１】
　８２はコネクタ、８４はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池や
ＮｉＣｄ電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプタ等からなる電源であ
る。
【００３２】
　９０及び９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェースである
。９２及び９６はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタであ
る。９８はコネクタ９２及び或いは９６に記録媒体２００或いは２１０が装着されている
か否かを検知する記録媒体着脱検知部である。なお、本実施形態では記録媒体を取り付け
るインタフェース及びコネクタを２系統持つものとして説明しているが、記録媒体を取り
付けるインタフェース及びコネクタは、単数或いは複数、いずれの系統数を備える構成と
しても構わない。また、異なる規格のインタフェース及びコネクタを組み合わせて備える
構成としても構わない。インタフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡカードやＣ
Ｆ（コンパクトフラッシュ（登録商標））カード、ＳＤカード等の規格に準拠したものを
用いて構成して構わない。更に、インタフェース９０及び９４、そしてコネクタ９２及び
９６をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパクトフラッシュ）カード、ＳＤカード等の規格
に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮカードやモデムカード、ＵＳＢカード、Ｉ
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ＥＥＥ１３９４カード、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳＩカード、ＰＨＳ等の通信カード、等
の各種通信カードを接続することにより、他のコンピュータやプリンタ等の周辺機器との
間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うことができる。
【００３３】
　１０４は光学ファインダであり、画像表示部２８による電子ファインダ機能を使用する
ことなしに、光学ファインダのみを用いて撮影を行うことが可能である。また、光学ファ
インダ１０４内には、表示部５４の一部の機能、例えば、合焦表示、手振れ警告表示、フ
ラッシュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、ＩＳＯ感度表
示等の機能が設置されている。１３２はペンタダハミラーであり、撮影光束を光学ファイ
ンダ１０４の方向へ導く。
【００３４】
　１１０は通信部であり、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣ
ＳＩ、モデム、ＬＡＮ、無線通信、等の各種通信機能を有する。１１２は通信部１１０に
よりデジタルカメラを他の機器と接続するコネクタ或いは無線通信の場合はアンテナであ
る。
【００３５】
　２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２００は、半導
体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、デジタルカメラとのインタフェ
ース２０４、デジタルカメラと接続を行うコネクタ２０６を備える。同様に、２１０はメ
モリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２１０は、半導体メモリや磁
気ディスク等から構成される記録部２１２、デジタルカメラとのインタフェース２１４、
デジタルカメラと接続を行うコネクタ２１６を備える。
【００３６】
　図２は、本実施形態に係るデジタルカメラを背面から見た外観図である。なお、図１に
示した構成要素には同一の符号を付す。１２００はカメラ本体１００の筐体である。デジ
タルカメラの背面において、上部には光学ファインダ（ファインダ接眼窓）１０４が配置
されている。また、光学ファインダ１０４の下方に、ＴＦＴ ＬＣＤ等からなる画像表示
部２８が配置されている。
【００３７】
　１２０１はシャッターボタンであり、その半押しでシャッタースイッチＳＷ１（６２）
がＯＮとなり、全押しでシャッタースイッチＳＷ２（６４）がＯＮとなる。
【００３８】
　１２１０～１２２０は各種ボタンであり、図１の操作部７０を構成する。１２１０はメ
ニュー項目を表示するためのメニューボタンである。１２１１は表示の切り替えを指示す
るインフォボタンである。１２１２は画像再生を開始するための再生ボタンである。１２
１３は上方向の選択を指示する上ボタンである。１２１４は右方向の選択を指示する右ボ
タンである。１２１５は下方向の選択を指示する下ボタンである。１２１６は左方向の選
択を指示する左ボタンである。なお、図示例では上下左右ボタン１２１３～１２１６が独
立したものとしたが、十字キーであっても構わない。１２１７は決定を指示するセットボ
タンである。１２１８は拡大を指示する拡大ボタンである。１２１９は縮小を指示する縮
小ボタンである。１２２０は電子ダイアルである。
【００３９】
　ここで、カメラ本体１００の背面の画像表示部２８には、撮影に関する複数の設定項目
の設定内容（設定値や設定モード等）をそれぞれキャラクタとして一覧表示する一覧画面
が表示される。図３は、撮影時に画像表示部２８に表示される一覧画面１３００を示す。
なお、図３に示す一覧画面１３００は一例であり、デジタルカメラの機能に係る設定項目
であれば、図３に示した設定項目に限られるものではない。
【００４０】
　デジタルカメラは、インフォボタン１２１１が押下されると一覧画面１３００を表示し
、一覧画面１３００を表示している状態で再度インフォボタン１２１１が押下されると非
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表示とする。或いは、デジタルカメラの電源起動時に自動的に一覧画面１３００を表示す
るようにしてもよい。
【００４１】
　図３において、１３１０～１３１１はユーザが任意に設定できる設定項目の設定内容を
表すキャラクタである。また、１３１２、１３１３はデジタルカメラの状態によって決定
される情報を表すキャラクタである。
【００４２】
　１３０１はシャッタースピードを表すキャラクタである。デジタルカメラではシャッタ
ー１２が開いている間だけ撮像素子１４に光が入るが、シャッター１２が開いている時間
がシャッタースピードである。シャッタースピードはシャッター制御部４０により制御さ
れる。
【００４３】
　１３０２は絞り値を表すキャラクタであり、被写体像の光量を調節するために絞り３１
２の開口面積を変化させる値である。絞り値は絞り制御部３４０により制御される。絞り
値のキャラクタ１３０２に傍には電子ダイアルのキャラクタ１３３０が表示されており、
電子ダイアル１２２０を回すと絞り値の変更が行われることを示している。
【００４４】
　１３０３は露出補正値と露出ブラケット撮影を表すキャラクタである。露出補正値は画
像の明るさを決定し、露出ブラケットは明るさを変化させた画像を複数枚撮影する。
【００４５】
　１３０４はＩＳＯ感度を表すキャラクタである。ＩＳＯ感度とは、撮像素子１４の感度
を決定するためのものであり、ＩＳＯ感度が高いほど動きの速い被写体を撮影しやすくな
る。
【００４６】
　１３０５は撮影モードを表すキャラクタである。撮影モードには、自動撮影モード、プ
ログラム撮影モード、シャッター速度優先撮影モード、絞り優先撮影モード、マニュアル
撮影モード、焦点深度優先（デプス）撮影モード、パノラマ撮影モード等がある。更に、
ポートレート撮影モード、風景撮影モード、接写撮影モード、スポーツ撮影モード、夜景
撮影モード等がある。モードダイアルスイッチ６０により、これら各モードの切換設定が
可能である。
【００４７】
　１３０６はホワイトバランスを表すキャラクタである。ホワイトバランスとは、どのよ
うな光の下でも適切な白色を再現するための機能であり、オートホワイトバランス、太陽
光、晴天、曇天、白熱電球、蛍光灯、ストロボ、晴天日陰等がある。
【００４８】
　１３０７はドライブモードを表すキャラクタである。ドライブモードには、単写モード
、連写モード、セルフタイマーモード等がある。
【００４９】
　１３０８はピクチャースタイルを表すキャラクタである。ピクチャースタイルとは、撮
影した画像を目的にあった画像処理をするためのものであり、スタンダード、風景、ポー
トレート、忠実設定、モノクロ等がある。撮影した画像を画像処理回路２０で設定された
ピクチャースタイルに従って所定の演算処理をする。
【００５０】
　１３０９は測光モードを表すキャラクタである。測光モードとは、撮影しようとしてい
る画面のどの部分で明るさを測定するかを決定する機能であり、評価測光、分割測光、ス
ポット測光等がある。設定された測光モードに従って測光部４６により測光処理を行う。
【００５１】
　１３１０はＡＦモードを表すキャラクタである。ＡＦモードとは、オートフォーカスの
方式を決定するためのものであり、ワンショット、ＡＩサーボ、ＡＩフォーカス等がある
。
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【００５２】
　１３１１は記録画質を表すキャラクタである。記録画質とは、撮影する画像の大きさと
圧縮率を決定するためのものであり、画像の大きさにはＳ、Ｍ、Ｌ等があり、圧縮率には
ノーマル、ファイン等がある。
【００５３】
　１３１２は電池残量を表すキャラクタであり、電源制御部８０により検出される電池残
量が表示される。
【００５４】
　１３１３は撮影可能枚数を表すキャラクタであり、デジタルカメラに装着されている記
録メディアに記録可能な画像の枚数が表示される。
【００５５】
　ユーザは、各種設定項目の設定内容(キャラクタ１３０１～１３１１)のうちいずれかを
変更したい場合、後述するように、所望の設定項目についての設定画面に画面遷移させる
。設定画面は、一覧画面１３００にある設定項目ごとに、設定項目の設定内容の変更を受
け付けるための画面である。一覧画面１３００から各設定項目の設定画面に画面遷移させ
る操作は、各種ボタンに割り当てられている。例えばドライブモードの設定内容を変更し
たい場合、右ボタン１２１４を押下すると、画像表示部２８にはドライブモードの設定画
面が表示される。
【００５６】
　以下、図４、５を参照して、画像表示部２８に表示される一覧画面１３００の背景色及
び文字色の変更について説明する。本実施形態に係るデジタルカメラでは、一覧画面１３
００が、背景色が薄色（本例では白色）の表示パターン（図４（ａ））と、背景色が濃色
（本例では黒色）の表示パターン（図４（ｂ）、図５（ａ）、（ｂ））とに切り替え可能
とされている。
【００５７】
　図４は、背景色が薄色の表示パターン（背景の輝度が高い表示パターン）が通常設定さ
れている場合の表示パターンの変更の様子を示す図である。図４（ａ）では、薄色の背景
１４０１が使用されており、薄色の背景１４０１とコントラスト差を出し、認識しやすく
するために各種文字１４０２、仕切り線１４０３、枠線１４０４には濃色が使用されてい
る。この表示パターンでは、背景１４０１の輝度が高いので、屋外の明るい場所で比較的
見やすいという利点がある。ただし、画面全体に占める薄色、つまり輝度の高い色の割合
が高いので、光学ファインダ１０４を覗き込んだ際に眩しく感じることがある。接顔セン
サを備えた撮像装置であれば、接顔を検知して眩しくないように処理を行うことができる
が、接顔センサを備えない場合は接顔を検知することができない。
【００５８】
　一方、図４（ｂ）では、濃色の背景１４１１が使用されており、濃色の背景１４１１と
コントラスト差を出し、認識しやすくするために各種文字１４１２、仕切り線１４１３、
枠線１４１４には薄色が使用されている。この表示パターンでは、画面全体に占める濃色
、つまり輝度の低い色の割合が高いので、光学ファインダ１０４を覗き込んだ際の眩しさ
を軽減させることができる。
【００５９】
　本実施形態では、本発明でいう所定の操作としてシャッターボタン１２０１が半押しさ
れ、シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＮされると、表示判定部７４は、画像表示部
２８による表示パターンを判定する。その結果、背景色が薄色の表示パターンであれば、
表示制御部７６は、背景色を変更する必要があるとして、図４（ａ）の表示パターンから
図４（ｂ）の表示パターンに変更する。シャッターボタン１２０１の半押しが解除され、
シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＦＦされると、図４（ｂ）の表示パターンから図
４（ａ）の表示パターンに戻す。
【００６０】
　シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＮされると、デジタルカメラは測光や測距の演
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算を行い、撮影が行われるための準備を行う。すなわち、シャッタースイッチＳＷ（６２
）がＯＮされている場合、ユーザが光学ファインダ１０４に顔を近づけて撮影準備をして
いる可能性が高い。そこで、光学ファインダ１０４に顔が近づいている可能性が高い場合
に、図４（ａ）の表示パターンから図４（ｂ）の表示パターンに切り替えることにより、
眩しさを軽減させることができる。
【００６１】
　そして、シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＦＦされた場合、光学ファインダ１０
４から顔を離した可能性が高いので、図４（ａ）の表示パターンに戻すことにより、屋外
の明るい場所でも見やすい状態とすることができる。
【００６２】
　また、シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＮされたときに、画像表示部２８を消灯
するのではないので、シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＮされたことにより変化す
る値を見ることが可能である。例えばシャッタースピード１３０１は、図４（ａ）の状態
では表示されていないが、図４（ｂ）の状態では、シャッタースイッチＳＷ１（６２）が
ＯＮされたことにより、測光動作を行った結果のシャッタースピード１３０１が表示され
る。シャッタースピード１３０１は、被写体の輝度が変わる度に再演算され、リアルタイ
ムで表示されるので、その確認を行うために常時表示されているのが望ましい情報である
。
【００６３】
　図５は、背景色が濃色の表示パターン（背景の輝度が低い表示パターン）が通常設定さ
れている場合の表示パターンの変更の様子を示す図である。図５（ａ）では、図４（ｂ）
と同様、濃色の背景１４１１が使用されており、濃色の背景１４１１とコントラスト差を
出し、認識しやすくするために各種文字１４１２、仕切り線１４１３、枠線１４１４には
薄色が使用されている（図５では符号を省略する）。この表示パターンでは、画面全体に
占める濃色、つまり輝度の低い色の割合が高いので、光学ファインダ１０４を覗き込んだ
際の眩しさを軽減させることができる。
【００６４】
　この場合は、シャッターボタン１２０１が半押しされ、シャッタースイッチＳＷ１（６
２）がＯＮされたときにも、表示制御部７６は、背景色を変更する必要がないとして、図
５（ｂ）に示すように、表示パターンを変更しない。なお、図４の場合と同様、シャッタ
ースピード１３０１は、図５（ａ）の状態では表示されていないが、図５（ｂ）の状態で
は、シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＮされたことにより、測光動作を行った結果
のシャッタースピード１３０１が表示される。
【００６５】
　図６は、本実施形態に係るデジタルカメラによる画面表示の処理動作を示すフローチャ
ートである。この処理動作は、システム制御回路５０が表示判定部７４、表示制御部７６
等と協働して実行される。以下、図４、５を参照しつつ、デジタルカメラによる画面表示
の処理動作を説明する。
【００６６】
　インフォボタン１２１１が押下されると、図４（ａ）、図５（ａ）に示すように、画像
表示部２８に一覧画面１３００を表示する（ステップＳ１０１）。
【００６７】
　その状態で、シャッターボタン１２０１が半押しされ、シャッタースイッチＳＷ１（６
２）がＯＮされると（ステップＳ１０２）、表示判定部７４は、画像表示部２８による一
覧画面１３００の表示パターンを判定する（ステップＳ１０３（本発明でいう表示判定処
理の例））。
【００６８】
　その結果、背景色が薄色の表示パターン（背景色の輝度が高い表示パターン）であれば
、図４に示したように、表示制御部７６は背景色が濃色の表示パターンに変更し（ステッ
プＳ１０４（本発明でいう表示制御処理の例））、その後ステップＳ１０５に進む。一方
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、背景色が濃色の表示パターンであれば、図５に示したように、表示制御部７６は表示パ
ターンを変更せず、ステップＳ１０５に進む。
【００６９】
　次に、シャッターボタン１２０１の半押しが解除され、シャッタースイッチＳＷ１（６
２）がＯＦＦされると（ステップＳ１０５）、ステップＳ１０４において表示パターンの
変更を行ったかどうかを判定する（ステップＳ１０６）。そして、表示パターンの変更を
行っていた場合、表示制御部７６は変更前の表示パターン（背景色が薄色の表示パターン
）に戻した後（ステップＳ１０７）、ステップＳ１０１に戻り、処理を繰り返す。
【００７０】
　なお、本実施形態では、表示判定部７４が画像表示部２８による表示パターンを判定す
る構成を説明したが、背景色の輝度や色そのものを判定するようにしてもよい。
【００７１】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。なお、デジタルカメラの基本的な構成は第
１の実施形態と同様であり、以下では第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００７２】
　図７は、本実施形態に係るデジタルカメラによる画面表示の処理動作を示すフローチャ
ートである。この処理動作は、システム制御回路５０が表示判定部７４、表示制御部７６
等と協働して実行される。以下、図４、６を参照しつつ、デジタルカメラによる画面表示
の処理動作を説明する。
【００７３】
　ステップＳ２０１～ステップＳ２０４及びステップＳ２０６～ステップ２０７は図６の
ステップＳ１０１～ステップＳ１０４及びステップＳ１０６～ステップＳ１０７と同じで
あるが、ステップＳ２０５の条件が異なる。すなわち、表示パターンを変更前に戻す条件
が、第１の実施形態ではシャッターボタン１２０１の半押しの解除（シャッタースイッチ
ＳＷ１（６２）のＯＦＦ）であるのに対して、本実施形態では測光のためのタイマー（測
光タイマー）のＯＦＦとなっている。
【００７４】
　シャッタースイッチＳＷ１（６２）の操作により測光の他にも測距という動作を行うこ
とがあり、撮影準備動作において、ＯＮとＯＦＦを繰り返す操作が行われる可能性がある
。よって、繰り返し操作時に毎回背景色の輝度を変えることは繁雑なので、測光タイマー
がＯＦＦされたことを条件にすれば、背景色の輝度を変更する回数が減少される。
【００７５】
　なお、ここでは、測光タイマーとしたが、測光タイマーとは別にタイマーを設けておき
、シャッタースイッチＳＷ１（６２）がＯＦＦされてから所定の時間経過したことを条件
にしても構わない。
【００７６】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態を説明する。なお、デジタルカメラの基本的な構成は第
１の実施形態と同様であり、以下では第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００７７】
　第１の実施形態では、背景色の輝度が高い表示パターン（図４（ａ）を参照）と、背景
色の輝度が低い表示パターン（図４（ｂ）を参照）との２種類だけであった。それに対し
て、本実施形態では、通常時の表示パターンと、変更時（測光タイマー時）の表示パター
ンとが、予め設定された複数の表示パターンから選択可能とされている。
【００７８】
　デジタルカメラは、メニューボタン１２１０が押下されると、設定項目一覧画面を表示
する。そして、各種設定項目の中から撮影情報画面の色選択・通常時が選択されると、図
８に示す撮影情報画面の色選択・通常時の選択画面（以下、通常時の選択画面と称する）
１８００を表示する。通常時の選択画面１８００には、４つの選択項目１８０１～１８０
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４が表示される。選択項目１８０１は背景色を「白」とする項目である。選択項目１８０
２は背景色を「黒」とする項目である。選択項目１８０３は背景色を「ベージュ」とする
項目である。選択項目１８０４は背景色を「ネイビー」とする項目である。「白」「ベー
ジュ」、「ネイビー」、「黒」の順で輝度が低くなる。ユーザは、通常時の選択画面１８
００においてデジタルカメラを使用する際に頻繁に表示される通常時の撮影情報画面の背
景色として好みの色を選択することができる。
【００７９】
　デジタルカメラは、通常時の選択画面１８００において背景色が選択されたならば、撮
影情報画面の色選択・測光タイマー時の選択画面（以下、測光タイマー時の選択画面と称
する）を表示する。測光タイマー時の選択画面も、通常時の選択画面１８００と同様であ
り、図示は省略する。この場合に、測光タイマー時の選択画面では、通常時の選択画面１
８００で選択された背景色と同じか、それよりも輝度が低い背景色のみ選択できるように
してもよい。例えば通常時の選択画面１８００で「ベージュ」が選択された場合、測光タ
イマー時の選択画面では、「ベージュ」、「ネイビー」、「黒」のみ選択可能とし、「白
」は選択不能とする。
【００８０】
　図９は、本実施形態に係るデジタルカメラによる画面表示の処理動作を示すフローチャ
ートである。この処理動作は、システム制御回路５０が表示判定部７４、表示制御部７６
等と協働して実行される。以下、図４を参照しつつ、デジタルカメラによる画面表示の処
理動作を説明する。
【００８１】
　ステップＳ３０１～ステップＳ３０２及びステップＳ３０５～ステップＳ３０７は図６
のステップＳ１０１～ステップＳ１０２及びステップＳ１０５～ステップＳ１０７と同じ
である。ステップＳ３０３で、表示判定部７４は、通常時と測光時で異なる背景色の設定
がされているかを判定する。
【００８２】
　その結果、通常時と測光時で異なる背景色が設定されていれば、表示制御部７６は背景
色を変更し（ステップＳ３０４）、その後ステップＳ３０５に進む。一方、通常時と測光
時で異なる背景色が設定されていなければ、ステップＳ３０５に進む。ステップＳ３０５
では、第１の実施形態と同様、シャッターボタン１２０１の半押しが解除される（シャッ
タースイッチＳＷ１（６２）がＯＦＦされる）のを待機する。なお、第２の実施形態のよ
うに、測光タイマーがＯＦＦされるのを待機するようにしても構わない。
【００８３】
　第３の実施形態では、背景色をユーザが選択可能であるので、シーンによって背景色を
使い分けることが可能になる。例えば、天体撮影のような暗い場所での撮影は、通常時の
背景色も輝度が低い色を選択した方が眩しさを軽減させることができる。なお、本実施形
態では、選択項目を４つとしたが、その個数等は限定されるものではない。
【００８４】
　なお、上記実施形態では、本発明を適用する撮像装置としてデジタルカメラを例にした
が、カメラ付き携帯端末等に適用しても構わない。
【００８５】
　本発明の目的は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコード
を記録した記憶媒体を、システム或いは装置に供給することによっても達成される。この
場合、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納
されたプログラムコードを読み出し実行する。
【００８６】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形態の機能
を実現することになり、プログラムコード自体及びそのプログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【００８７】
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　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００８８】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実
施形態の機能が実現されるだけに限らない。例えば、そのプログラムコードの指示に基づ
き、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（基本システム或いはオペレーティングシステム
）等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実
現されてもよい。
【００８９】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る形態でもよい。この場合メモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づ
き、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全
部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】第１の実施形態に係るデジタルカメラの構成を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係るデジタルカメラを背面から見た外観図である。
【図３】画像表示部に表示される一覧画面を示す図である。
【図４】一覧画面の表示パターンの変更について説明するための図である。
【図５】一覧画面の表示パターンの変更について説明するための図である。
【図６】第１の実施形態に係るデジタルカメラによる画面表示の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【図７】第２の実施形態に係るデジタルカメラによる画面表示の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【図８】ユーザが背景色を選択するための選択画面を示す図である。
【図９】第３の実施形態に係るデジタルカメラによる画面表示の処理動作を示すフローチ
ャートである。
【符号の説明】
【００９１】
　１０：撮影レンズ
　１２：シャッター
　１４：撮像素子
　１６：Ａ／Ｄ変換器
　１８：タイミング発生回路
　２０：画像処理回路
　２２：メモリ制御回路
　２４：画像表示メモリ
　２６：Ｄ／Ａ変換器
　２８：画像表示部
　３０：メモリ
　３２：画像圧縮・伸長回路
　５０：システム制御回路
　５２：メモリ
　５４：表示部
　５６：不揮発性メモリ
　６０：モードダイアルスイッチ
　６２：シャッタースイッチＳＷ１
　６４：シャッタースイッチＳＷ２
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　７０：操作部
　７２：電源スイッチ
　７４：表示判定部
　７６：表示制御部
　１００：カメラ本体
　１０４：光学ファインダ
　３００：レンズユニット
　１２０１：シャッターボタン

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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